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１ 議 事 日 程（第１日） 

   （平成２９年第３回有田川町議会定例会） 

平成２９年９月４日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 閉会中の所掌事務調査及び所管事務調査報告について 

 日程第５ 報告第20号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 報告第21号 平成２８年度有田川町財政健全化判断比率等について 

 日程第７ 議案第42号 平成２９年度有田川町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議案第43号 平成２９年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ２号） 

 日程第９ 議案第44号 平成２９年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

            号） 

 日程第10 議案第45号 平成２９年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号 

            ） 

 日程第11 議案第46号 平成２９年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号 

            ） 

 日程第12 議案第47号 平成２９年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算（第１ 

            号） 

 日程第13 議案第48号 平成２９年度有田川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

 日程第14 議案第49号 平成２９年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算（第 

            １号） 

 日程第15 議案第50号 平成２８年度有田川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第16 議案第51号 平成２８年度有田川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第17 議案第52号 平成２８年度有田川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

 日程第18 議案第53号 平成２８年度有田川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 日程第19 議案第54号 平成２８年度有田川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 
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 日程第20 議案第55号 平成２８年度有田川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第21 議案第56号 平成２８年度有田川町簡易排水事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

 日程第22 議案第57号 平成２８年度有田川町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定 

            について 

 日程第23 議案第58号 平成２８年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第24 議案第59号 平成２８年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 日程第25 議案第60号 平成２８年度有田川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 日程第26 議案第61号 平成２８年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第27 議案第62号 平成２８年度有田川町粟生財産区管理会特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 日程第28 議案第63号 平成２８年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 日程第29 議案第64号 平成２８年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 日程第30 議案第65号 平成２８年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 日程第31 議案第66号 平成２８年度有田川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認 

            定について 

 日程第32 議案第67号 有田川町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定 

            について 

 日程第33 議案第68号 有田川町農業委員会の委員及び有田川町農地利用最適化推進委 

            員の定数に関する条例の制定について 

 日程第34 議案第69号 和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び和 

            歌山県市町村総合事務組合規約の変更について 

  ２ 出席議員は次のとおりである（１５名） 

    １番   谷 畑   進       ２番   小 林 英 世 

    ３番   辻 岡 俊 明       ４番   林   宣 男 

    ６番   殿 井   堯       ７番   佐々木 裕 哲 

    ８番   岡   省 吾       ９番   森 谷 信 哉 

    10番   堀 江 眞智子       11番   中 山   進 
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    12番   新 家   弘       13番   湊   正 剛 

    14番   増 谷   憲       15番   橋 爪 弘 典 

    16番   亀 井 次 男 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

    ５番   森 本   明 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ２番   小 林 英 世       14番   増 谷   憲 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１４名） 

   町 長  中 山 正 隆    副 町 長  山 﨑 博 司 

   住 民 税 務 部 長  清 水 美 宏    福 祉 保 健 部 長  早 田 好 宏 

   総 務 政 策 部 長  中 硲   準    消 防 長  栗 栖   誠 

   産 業 振 興 部 長  立 石 裕 視    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  竹 中 幸 生    企 画 財 政 課 長  中 屋 正 也 

   教 育 委 員 長  堀 内 千佐子    教 育 長  楠 木   茂 

   教 育 部 長  山 田 展 生    監 査 委 員  木 下 正 昭 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  一ツ田 友 也    書 記  林   美 穂 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（湊 正剛） 

   おはようございます。 

   ５番、森本明君から欠席の届出がありましたので報告します。 

   ただいまの出席議員は１５人であります。 

   定足数に達していますので、第３回有田川町議会定例会は成立いたしました。 

   ただいまから、平成２９年第３回有田川町議会定例会を開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３１分 

○議長（湊 正剛） 

   本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、

２番、小林英世君、１４番、増谷憲君を指名します。 
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……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   この際、議会運営委員会から、８月２８日に開催された委員会の結果について御報

告願います。 

   議会運営委員会委員長、橋爪弘典君。 

○議会運営委員長（橋爪弘典） 

   皆さん、改めておはようございます。 

   議長の指名がございましたので、議会運営委員会の開催結果について、御報告申し

上げます。 

   去る８月２８日、午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並

びに日程、各常任委員会の開催日等について協議いたしました。 

   その結果、会期につきましては、本日から９月２１日までの１８日間と決定させて

いただきました。なお、一般質問は１３日、１４日としてございます。 

   議事日程については、お手元に配付されている日程表のとおりとでございます。日

程第５から日程第３４までの、報告２件、議案２８件について一括上程を行い、当局

から提案理由の説明を求めたのち、全員協議会にて御審査いただきたいと思います。 

   なお、全員協議会が終わり次第、日程第５、報告第２０号及び日程第６、報告第２

１号についての議案審議を本日お願いいたしたいと思います。 

   この会期、日程等に御賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位の御

協力をお願い申し上げまして、御報告といたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（湊 正剛） 

   お諮りします。 

   ただいまの委員長からの報告のとおり、本定例会の会期は本日から９月２１日まで

の１８日間にしたいと思います。 

   御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から９月２１日までの１８日間に決定しました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された案件は、報告２件、議案２８件であります。 

   また、本日の説明員は町長ほか１３人であります。 
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   次に、監査委員より、平成２９年５月、６月、７月分の例月現金出納検査の結果及

び定期監査報告、平成２８年度、平成２９年度の有田川町水道事業の出納検査・定期

監査の結果を受けていますので、お手元に配付のとおり報告します。 

   なお、平成２８年度一般会計及び各特別会計の決算認定に係る説明資料としてお手

元に配付されていることも申し添えます。 

   以上で諸般の報告を終わります。 

……………日程第４ 閉会中の所掌事務調査及び所管事務調査報告について…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第４、閉会中の所掌事務調査及び所管事務調査報告についてを行います。閉会

中に議会運営委員会、総務文教福祉常任委員会及び産業建設住民常任委員会による視

察研修が実施されておりますので、委員長から報告をお願いいたします。 

   先に、議会運営委員長から報告をお願いいたします。 

   議会運営委員会委員長、橋爪弘典君。 

○議会運営委員長（橋爪弘典） 

   議会運営委員会の視察報告を行います。６月２９日、３０日の２日間、神奈川県高

座郡寒川町において、議会運営委員会の視察研修を実施いたしました。 

   寒川町は、神奈川県の中央部を流れる相模川の左岸部に位置し、人口約４万８，０

００人、面積は１３．４２平方キロメートルの町であります。 

   寒川町では、ＩＣＴ導入や通年議会など議会運営について調査を行いました。寒川

町議会では、平成２８年度から本格的にタブレット端末を活用しています。また、平

成２４年度より通年議会を導入してございます。視察では、タブレット端末を実際に

使用しながら、導入に至る経緯と、運用方法、執行部とのやりとりについての説明を

受け、質疑応答の後、本会議場を見学いたしました。 

   タブレット端末導入の検討理由としては、議会関係資料として年間約１０万枚の紙

類が使用されていて、資料の作成や差しかえ等に多くの時間を費やし、保管場所や廃

棄処理コストも問題となっていました。また、会議中に資料請求を求められたときに

は会議を一時中断するなど、議会運営が非効率となっていました。 

   また、導入にあたっては、セキュリティ面や運用コスト、コスト削減、使い勝手等

についてさまざまな検討が行われ、その結果、パソコンではなくタブレット端末に決

定したとのことでありました。 

   平成２７年３月議会から正式に運用を開始し、当初は紙と併用する形をとっていた

が、平成２８年度からは本格的に活用を開始しています。どこでも通信できる機種を

選択しているので、出張先や住民説明会等でも資料の提示や、その場での情報収集、

調査研究が可能ですが、使用基準を設けて議会の政務活動のみに使用して、個人的な

使用には使わないようにしているとのことでした。 

   次に、通年議会について、議会の活動能力がない、閉会中の期間をなくし、議会が
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主導的、機動的に活動できる制度により、チェック機能の充実強化を図り、災害時の

緊急対応や突発的な行政課題に対応できるなどのメリットがあります。寒川町では会

期の長さを１年間に近い期間とし、議長の判断により再開と休会を繰り返す方式によ

り、通年議会を実施しています。 

   今回の調査は、有田川町議会のこれからの運営に生かしていくための有意義な視察

になりました。効率化だけでなく環境への負荷も軽減するタブレット端末の活用や、

あらゆる緊急課題に迅速に対応できる通年議会などについてさらなる研究を重ね、よ

り住民の皆様の要望に応えられる議会を目指して取り組んでいきたいと思います。 

   以上、議会運営委員会の視察研修報告とさせていただきます。 

○議長（湊 正剛） 

   次に、総務文教福祉常任委員長から報告をお願いいたします。 

   総務文教福祉常任委員長、小林英世君。 

○総務文教福祉常任委員長（小林英世） 

   ２番、小林です。 

   総務文教福祉常任委員会の行政視察の報告をさせていただきます。７月２０日に佐

賀県、７月２１日に熊本県宇土市で総務文教福祉常任委員会の視察研修を実施しまし

た。 

   佐賀県はパーキングパーミット制を２００６年に全国で初めて導入するなど、ユニ

バーサルデザインを前提とした福祉のまちづくりに取り組んでいます。今回は障害者

福祉、特に発達障害に関して、生涯を通じた支援のあり方について研修してきました。 

   ２０１２年の文部科学省の報告によれば、通常学級の１５人に１人が発達障害の可

能性があり、近年、増加傾向にあると言われています。佐賀県は発達障害の支援を県

の障害福祉課が中心となり、教育機関、各市町村、民間が連携し、どこにいても生涯

にわたるきめの細やかな途切れのない支援を実現するということを目指して、行政を

行っています。そのために県内を５ブロックに分け、それぞれに拠点をつくることで、

どこにいても支援を受けられるような体制をつくっています。また、乳幼児期、就学

期、成人期それぞれのライフステージに応じた一貫した取り組みと、高校進学や就職

時などの移行時期の支援を重視し、官民協働で支援を行っています。 

   具体的な支援として、療育指導教室、フリースクールなど、本人に対するもの、家

族教室、ペアレントメンターなど、家族に対するもの、かかりつけ医や保健師の研修

など、支援者に対するものがあり、きめの細かい支援となっています。さらに各支援

を結びつけるために、民間の力をうまく活用していると感じました。 

   今後の課題として、この障害について理解を広めることを挙げていました。我が町

も正しい理解を広げ、できるだけ健常者と同じような生活を送れるよう支援すること

が重要です。県や関係機関と連携を深め、生涯安心して暮らせるよう取り組む必要が

あると考えます。 



－７－ 

   ２１日は昨年４月、最大震度７の熊本地震に被災した宇土市で研修を行いました。

宇土市は面積７４平方キロメートル、人口は３万７，５００人のコンパクトなまちで

す。本震後、市の本庁舎が崩壊し、その映像が全国に流れたので、ごらんになった方

も多いと思います。被災状況は震災関連死が７人、罹災証明認定数が７，４５５世帯、

うち全壊が１１８棟、道路１０６カ所、河川３６カ所、その他公共施設にも及びまし

た。 

   今回、仮設庁舎で発生直後からの状況及び対応について、時間経過とともに説明を

受けました。地震は４月１４日、金曜日、２１時２６分に震度５強の前震が、１６日、

日曜日、１時２５分、震度６強の本震が発生しました。前震、２時間後、本庁舎不能

のため、市役所別館に災害対策本部を設置しましたが、本震後は市役所駐車場にテン

トを張って本部を設置したそうであります。指定避難所は震災直後に１６カ所、職員

３名ずつ配置して設置し、最大避難者数は前震で１，３００人、本震で６，５００人

程度になりました。それ以外に自主避難所に４，０００人、車内待避が１万人程度と

推定されています。これは市民の半数以上が避難したことになります。 

   以下、主な状況です。準備していた保存食８，０００食は１日で枯渇、上水道の断

水は１週間、トイレ不足は深刻になっています。自衛隊による炊き出しは本震発生日

の１６日から２８日まで実施されました。防災無線の操作卓が使用できず、無線で対

応するということにもなりました。そのため２４時間、職員が張りつき生放送で市民

に情報を伝達する。災害ごみは被災後、１カ月に集中した。仮設置き場で渋滞が起こ

り、１０日間で満杯になる。分別は委託業者とボランティアで行い、処理費用は１億

７，０００万円に上る。 

   今回の研修で備えることの大切さと、備えることの難しさを痛感しました。宇土市

では震災直後、９０％の職員が２時間以内に集合したそうです。これは震災前から非

常時の集合訓練を抜き打ちで行っていた成果だと思います。実践的な訓練の有効性を

証明しているものであります。 

   阪神淡路大震災後、大きな地震が頻発し、多くの教訓を残してきました。それをど

のように生かすかは私たちの問題です。想定外を少しでも少なくするような防災意識

の向上が求められています。 

   以上、総務文教福祉常任委員会の視察報告とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○議長（湊 正剛） 

   次に、産業建設住民常任委員長から報告をお願いいたします。 

   産業建設住民常任委員会、委員長、殿井堯君。 

○産業建設住民常任委員会（殿井 堯） 

   産業建設住民常任委員会の行政視察の報告を行います。 

   去る８月２４日、２５日、岐阜県郡上市と三重県三重郡菰野町で、産業建設住民常
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任委員会の視察研修を実施しました。 

   郡上市は、人口は約４万人、岐阜県の中部に位置し、面積は１，０３０．４５平方

キロメートルの市です。 

   今回、訪れた石徹白地区は市の北西部に位置し、福井県との県境にある、人口約２

７０人の山合いの小さな集落です。視察では、ＮＰＯ法人やすらぎの里いとしろの代

表者より概要説明を受けた後、小水力発電施設４カ所を見学しました。 

   石徹白地区では、小水力発電施設を活用して、その売電収入によるまちおこしを行

っており、視察では導入に至る経緯や資金面について、また現在の運営状況や売電収

入の使い道などについて研修を行いました。 

   現在、年間約２，０００万円の売電収入があり、地域の防犯灯の電気代や、自治会

費の一部、耕作放棄地の復活のための費用等に充てているとのことでした。また、こ

の事業により地域に活力が戻り、近年は若い移住者もふえつつあるとのことでありま

した。 

   次に、三重県菰野町は、人口約４万人、三重県の北西部に位置し、面積は１０７．

２８平方キロメートルの町です。 

   菰野町では、自家用自動車有償運送事業、あいあい自動車について、役場で概要説

明を受けた後、運行している車両を見せていただきました。あいあい自動車は、自分

で車の運転ができない高齢者や障害のある方を対象に、地域住民の支え合いにより移

動支援を実施する目的で、実証実験として行っている事業です。 

   菰野町社会福祉協議会が実施主体となり、リースした車両を活用し、指定した地域

に住んでいる会員登録した対象者に、地域で運転できる方が有償で自宅から目的地ま

で運転するシステムで、過疎地域における交通空白地対策の一つとして近年、注目を

集めている事業です。 

   視察では、利用実績や採算面、また今後の展望について研修を行いました。当初は

２地区を指定して実施していましたが、現在は利用実績により１地区に縮小されてい

ます。また、採算ベースにはほど遠く、町からの委託料により収支を合わせていると

のことでした。 

   視察を終え、両事業ともに過疎化や少子高齢化を解消する施策として、魅力的な先

進事業であり、有田川町における導入の可能性について、今後さらに検証していく必

要があると感じています。 

   以上、産業建設住民常任委員会の視察報告とさせていただきます。 

○議長（湊 正剛） 

   これで閉会中の所掌事務調査及び所管事務調査報告を終わります。 

   お諮りします。 

   日程第５から日程第３４までの報告２件、議案２８件を一括議題としたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第５から日程第３４までの報告２件、議案２８件を一括議題とし

ます。 

   提案理由の説明を求めます 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   おはようございます。 

   本日、ここに平成２９年第３回有田川町議会定例会を招集いたしましたところ、議

員各位には、何かとお忙しい中、御参集賜り厚く御礼申し上げたいと思います。 

   それでは、ただいま上程されました議案について御説明を申し上げます。 

   報告第２０号は、平成２９年度有田川町一般会計補正予算第２号として、地方自治

法第１７９条第３項の規定に基づき、専決処分の承認を求めるものであります。今回

の補正は、台風５号により災害が発生し、緊急に災害復旧事業等を実施し、住民の生

活の安全を確保する必要が生じたために、早急に予算措置を講じたものであります。

補正額は、歳入歳出それぞれ２億２，７１１万円を追加し、補正後の予算総額は、１

４９億９，９３５万５，０００円と相なりました。なお、補正額の財源といたしまし

ては、分担金、国庫支出金、県支出金、繰越金、町債を充てることにしております。 

   報告第２１号は、平成２８年度有田川町財政健全化判断比率等についてであります。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、実質赤字比率、連結実質赤

字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び公営企業の経営の健全化を表す資金不足

比率を算出し、監査委員の意見を付した上で議会に報告するものであります。 

   議案第４２号は、平成２９年度有田川町一般会計補正予算第３号であります。今回

の補正の主なものは、共通するものとして、４月の職員の人事異動による配置がえに

伴い、各科目において職員給与費等の増減補正を行っています。また、最低賃金が１

０月１日から引き上げられることに伴い、臨時雇いなどの賃金の増額補正を行ってい

ます。給与費、賃金以外の主なものといたしましては、２款総務費の電子計算費では、

マイナンバー関係などの電算委託料として３５１万円を、共聴施設整備事業費では、

テレビ共同視聴施設整備事業補助金として９４万７，０００円を、賦課徴収費では、

過誤納付還付金に１０２万２，０００円を、戸籍住民基本台帳費では、住基システム

のプログラム変更委託料として６８０万４，０００円を、３款民生費の社会福祉総務

費では、国民健康保険事業特別会計への繰出金２８９万１，０００円を減額し、障害

者福祉費では、平成２８年度の精算に係る国・県負担金等の返納金等として６６６万

４，０００円を、老人福祉費では、介護保険システム改修委託料として１１３万４，

０００円を、また、介護保険事業特別会計の繰出金を１４４万２，０００円、後期高
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齢者医療特別会計の繰出金として２９５万円をそれぞれ減額し、児童福祉総務費では、

家庭支援総合センター費の電算委託料として４６７万５，０００円を、児童措置費の

児童手当国庫負担金返納金などとして４６０万１，０００円を、母子福祉費のひとり

親家庭医療費補助金の返納金として１３４万１，０００円を、保育所費では、職員等

検便手数料として２３６万円を、４款衛生費の保健衛生総務費では、電算委託料とし

て２００万円を、環境衛生費では、イベント等開催委託料などとして、１１６万２，

０００円を、上水道施設費では、飲料水供給施設整備事業補助金として、１００万７，

０００円を、６款農林水産業費の農業振興費では、営農栓の水道代及び修繕料として、

２４４万９，０００円を、また、中山間地域直接支払制度事業交付金として１，１３

８万９，０００円を、鳥獣害防止対策事業補助金として２５５万１，０００円を、畜

産業費では畜産経営環境整備事業補助金として２０４万３，０００円を、排水事業費

では、農業集落排水事業特別会計繰出金として３２３万３，０００円を、いずれも増

額し、林業費の林道新設改良費では、補助認承の減により、４，７３８万３，０００

円を減額しております。 

   ７款商工費の観光費では、かなや明恵峡温泉特別会計繰出金として１３６万円を、

８款土木費の道路橋りょう維持費では、道路橋りょう維持修繕工事費として、６，０

００万円を、公共下水道費では、公共下水道事業特別会計繰出金として３１７万４，

０００円を、９款消防費の消防施設費では、消火栓設置工事負担金として１２３万円

を、１０款教育費の教育振興費では、自動車借上料として１５０万円を、保健体育費

の体育施設費では、金屋テニス公園トイレ増設工事費として２５０万円を、学校給食

費の職員等検便手数料として、１０６万１，０００円を増額して、補正した結果、今

回の補正額は、歳入歳出それぞれ７，８３４万３，０００円を追加し、補正後の予算

総額は、１５０億７，７６９万８，０００円と相なりました。なお、補正額の財源と

いたしまして、町税、国庫支出金、繰越金、及び諸収入などを充てることにいたして

おります。 

   議案第４３号は、平成２９年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号

であります。今回の補正の主なものは、平成２８年度精算に伴う療養給付費等負担金

の返納金等として２，９８９万８，０００円を計上し、職員の人事異動による配置が

えに伴う職員給与費等を２８９万１，０００円の減額補正をした結果、補正総額は、

２，７２７万３，０００円を追加し、補正後の予算総額は４７億３，５１１万６，０

００円と相なりました。 

   なお、補正額の財源といたしましては、国民健康保険税及び繰越金を充てるととも

に、一般会計からの繰入金と基金繰入金を減額しています。 

   議案第４４号は、平成２９年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号で

あります。今回の補正は、職員の人事異動による配置がえに伴う職員給与費等として

２９５万円を減額補正した結果、補正総額は２９５万円を減額し、補正後の予算総額
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は、７億１，４６０万円と相なりました。なお、補正額の財源といたしましては、一

般会計からの繰入金を減額しています。 

   議案第４５号は、平成２９年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第１号であ

ります。今回の補正の主なものは、職員の人事異動による配置がえに伴う職員給与費

等として、１４４万２，０００円を減額するとともに、国庫交付金等の前年度精算に

伴う返納金として、１，６６３万２，０００円を補正した結果、補正総額は１，５１

９万円を追加し、補正後の予算総額は、３２億１，４７６万９，０００円と相なりま

した。なお、補正額の財源といたしまして一般会計繰入金及び繰越金を充てることに

いたしております。 

   議案第４６号は、平成２９年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算第１号であ

ります。今回の補正は、人事異動による配置がえに伴い職員給与費等として７３万円

を減額するとともに、施設費の簡易水道施設整備事業として２４８万４，０００円を

補正するものです。補正総額は、１７５万４，０００円を追加し、補正後の予算総額

は、６億３，９８９万円と相なりました。なお、補正額の財源といたしましては、負

担金及び一般会計からの繰入金を充てることにいたしております。 

   議案第４７号は、平成２９年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算第１号で

あります。今回の補正は、人事異動による配置がえに伴い職員給与費等として３１７

万４，０００円を、公共下水道施設整備事業費の管路整備事業として４，０００万円

を補正するものです。補正総額は、４，３１７万４，０００円を追加し、補正後の予

算総額は、１７億５，６６４万２，０００円と相なりました。なお、補正額の財源と

いたしましては、国庫支出金、繰入金及び町債を充てることにいたしております。 

   議案第４８号は、平成２９年度有田川町農業集落排水事業特別会計補正予算第１号

であります。今回の補正は、人事異動による配置がえに伴い職員給与費等として、２

５３万３，０００円を、農業集落排水施設管理費の工事請負費として２５０万円を補

正するものです。補正総額は、５０３万３，０００円を追加し、補正後の予算総額は

２億９，９６４万５，０００円と相なりました。なお、補正額の財源といたしまして

は、一般会計からの繰入金、諸収入を充てることにいたしております。 

   議案第４９号は、平成２９年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算であります。

今回の補正は、施設管理費の修繕費として２４４万７，０００円を計上した結果、補

正後の予算総額は７，４１７万８，０００円と相なりました。この財源として、一般

会計繰入金及び繰越金を充てることにいたしております。 

   続いて、議案第５０号から議案第６６号までの１７議案につきましては、平成２８

年度有田川町一般会計及び特別会計並びに水道事業会計の決算認定をお願いするもの

であります。その概要につきましては、会計管理者及び建設環境部長より説明させる

ことにいたしております。 

   議案第６７号は、有田川町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定に



－１２－ 

ついてであります。改正の内容は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律が平成２７年４月１日から施行され、本改正において新たに議会の同

意を得て任命する新教育長は、身分を特別職とすることから、新教育長の給与月額に

ついて有田川町特別職報酬等審議会に諮問する必要が生じたため、所要の改正を行う

ものであります。 

   議案第６８号は、有田川町農業委員会の委員及び有田川町農地利用最適化推進委員

の定数に関する条例の制定についてであります。農業委員会等に関する法律の改正に

より、農業委員の業務内容と農業委員会の体制が変更となり、農地利用最適化推進委

員を設け、農業委員１５名と農地利用最適化推進委員２３名を定数とし、また、報酬

等を改正するため、本条例を制定するものであります。 

   議案第６９号は、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び和歌

山県市町村総合事務組合規約の変更についてであります。今回の変更は、平成３０年

４月１日から退職手当の支給に関する事務を、紀の海広域施設組合と共同処理するた

め、また、議会の議員、その他非常勤職員の公務災害等の補償に関する事務を、有田

聖苑事務組合、有田郡老人福祉施設事務組合及び有田衛生施設事務組合と共同処理す

るため、規約を変更するものであります。 

   以上で提出議案に対する私の説明を終わります。何とぞ、御審議の上、御賛同賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（湊 正剛） 

   以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明をお願いします。 

   住民税務部長、清水美宏君。 

○住民税務部長（清水美宏） 

   それでは私からは、議案第５０号から議案第６５号までの、平成２８年度一般会計

及び特別会計の決算につきまして、補足説明をさせていただきます。 

   なお、決算の状況につきましては、決算書及び主要施策の成果報告書に詳細に記載

されておりますので、概要のみの御説明とさせていただきます。 

   お手元に、配付させていただいております、平成２８年度有田川町一般会計特別会

計決算説明資料に基づきまして御説明申し上げます。 

   なお、この資料の金額は千円単位で、比率や割合につきましては小数点以下第１位

となっておりますのでよろしくお願いいたします。 

   それでは、１ページの決算総括表をごらんください。一般会計と１５の特別会計の

歳入歳出決算状況でございます。表の一番下ですが、一般会計と特別会計の予算現額

合計２９０億７，２３８万８，０００円に対しまして、歳入決算額合計は２８５億３，

７７６万円で、予算現額に対する収入率は９８．２％となっております。 

   次に、歳出ですが、歳出決算額合計は、２８０億７，７６７万５，０００円で、予
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算現額に対する執行率は９６．６％となっております。 

   歳入歳出差引額の合計は、４億６，００８万５，０００円で、翌年度へ繰り越すべ

き財源の合計の、６，７３８万２，０００円を差し引きいたしました、実質収支額は、

３億９，２７０万３，０００円となっております。 

   次に２ページをお願いいたします。議案第５０号、有田川町一般会計歳入歳出決算

から御説明申し上げます。まず、一般会計歳入決算状況をごらんください。歳入合計

は１６６億９，３３２万円で、前年度と比較して１億６，０８０万１，０００円、率

にして１．０％の増となっております。増減の主なものを申し上げますと、増額では、

１５款県支出金の７億２００万３，０００円で、主な要因は強い農業づくり交付金事

業ＪＡありだＡＱ中央選果場選果施設設置工事補助金に伴う増額によります。次に、

１９款繰越金の１億２，０５２万７，０００円で、主な要因は、繰越明許費繰越金の

増額によります。次いで、２１款町債の８，３００万円で、主な要因は、小・中学校

の非構造部材耐震化事業に伴う全国防災事業債の増額となっております。一方、減額

では、１４款国庫支出金の３億７，００１万６，０００円で、主な要因は紀州材公共

施設整備事業きび森の保育所建設事業補助金や臨時福祉給付金の減額によります。次

に、１０款地方交付税の１億５，９６６万５，０００円で、主な要因は合併算定替え

の段階的な減額などによります。次に、１８款繰入金の８，８９８万６，０００円で、

主な要因は二川小水力発電所建設事業の完了に伴う、公共施設整備基金からの繰入金

の減額によります。次いで、１７款寄附金の５，５１８万円で、主な要因はふるさと

応援寄附金の減少に伴う減額となっております。 

   歳入に占める割合で最も高いのが、１０款地方交付税の４０．３％、次に、１款町

税の１７．７％、次に、１５款県支出金の１１．７%、次いで、２１款町債の１０．

６%の順となっております。 

   歳入総額のうち、自主財源は、４５億１，０８４万円で、前年度と比べて２，１０

７万６，０００円、率にして０．５％の減となっておりまして、１８款繰入金に準じ、

１７款寄附金の減が主な要因でございます。また、自主財源の構成比としては２７．

０％で、前年度と比較してマイナス０．４％となっております。これは、全体的な決

算規模がふえておりますが、基金繰入金やふるさと応援寄附金が減少したことにより

ます。 

   次に３ページ、一般会計歳出決算状況をごらんください。歳出合計は１６３億１７

５万６，０００円で、前年度と比較して３億７，１３８万６，０００円、率にして２．

３％の増となっております。増減の主なものを申し上げますと、増額では、６款農林

水産業費の７億９，３８０万１，０００円で、主な要因は、強い農業づくり交付金事

業ＪＡありだＡＱ中央選果場選果施設設置工事補助金及び地籍調査測量等委託料の増

額によります。次に、２款総務費の４億６６０万６，０００円で、主な要因は金屋文

化保健センター大規模改修工事費の増額によります。次に、８款土木費の１億８，５
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５９万円で、主な要因は道路新設改良事業各種工事請負費及び公共下水道事業特別会

計への繰出金の増加に伴う増額によります。次いで、１０款教育費の１億１，５７０

万３，０００円で、主な要因は小・中学校非構造部材耐震化工事の設計監理委託料及

び工事費の増額となっております。 

   一方、減額では、３款民生費の４億９，５３４万５，０００円で、主な要因はきび

森の保育所建設事業の完了に伴う工事費の減額によります。次に、１１款災害復旧費

の３億４，１０６万７，０００円で、主な要因は平成２８年発生の災害が少なく、災

害復旧工事費及び機械器具借上料の減額によります。次に、１３款諸支出金の１億５，

５０９万５，０００円で、主な要因はふるさと応援寄附金の減少に伴う、ふるさと応

援基金への積立金の減少などによる減額によります。次いで、４款衛生費の１億２，

０５３万５，０００円で、主な要因は二川小水力発電所建設事業の完了に伴う工事費

の減額となっております。 

   また、収支の状況につきましては下の表でありますが、歳入歳出差引額３億９，１

５６万４，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源６，３２２万６，０００円を差し引

きいたしました、実質収支額は３億２，８３３万８，０００円となっており、前年度

と比較して６，７７５万５，０００円、１７．１％の減となっております。 

   次に、４ページをごらんください。議案第５１号、有田川町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、１款国民健康保険税９億４，６

９５万６，０００円、３款国庫支出金１０億９，２１０万１，０００円、７款共同事

業交付金１１億１，６６７万１，０００円で、歳入合計４４億３，９１２万７，００

０円となっております。 

   歳出の主なものは、２款保険給付費２５億６，１７１万円、７款共同事業拠出金１

０億３，８９０万円で、歳出合計４４億３，８０９万２，０００円となっております。

歳入歳出差引額と実質収支額は、ともに同額の１０３万５，０００円となっておりま

す。 

   次に、５ページをごらんください。議案第５２号、有田川町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、１款保険料５億２，２２７万８，０

００円、３款国庫支出金７億８，５９２万９，０００円、４款支払基金交付金８億３

０１万８，０００円で、歳入合計３０億６，２３７万４，０００円となっております。 

   歳出の主なものは、２款保険給付費２８億３，８１５万６，０００円で、歳出合計

３０億９７２万１，０００円となっております。歳入歳出差引額と実質収支額は、と

もに同額の５，２６５万３，０００円となっております。 

   次に、６ページをごらんください。議案第５３号、有田川町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、１款保険料２億３８７万２，００

０円、３款繰入金４億８，０８７万３，０００円で、歳入合計７億３３５万３，００

０円となっております。 



－１５－ 

   歳出の主なものは、２款後期高齢者医療納付金６億６，４５０万６，０００円で、

歳出合計６億９，６７７万８，０００円となっております。歳入歳出差引額と実質収

支額は、ともに同額の６５７万５，０００円となっております。 

   次に、７ページをごらんください。議案第５４号、有田川町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、２款使用料及び手数料１億８，８６

１万６，０００円、５款繰入金２億８，３４０万円、８款町債１億７，４４０万円で、

歳入合計７億２，４８５万２，０００円となっております。 

   歳出の主なものは、２款施設費３億７，０６１万８，０００円、３款公債費２億９，

８９４万円で、歳出合計７億２，０１７万５，０００円となっております。歳入歳出

差引額４６７万７，０００円で、翌年度へ繰り越すべき財源４１５万６，０００円を

差し引きいたしました、実質収支額は５２万１，０００円となっております。 

   次に、８ページをごらんください。議案第５５号、有田川町農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、３款繰入金２億２，８８７万５，

０００円で、歳入合計２億８，３４１万８，０００円となっております。 

   歳出の主なものは、２款施設費１億６８２万４，０００円、３款公債費１億５，１

３８万１，０００円で、歳出合計も２億８，３４１万８，０００円となっており、歳

入歳出差引額はゼロ円となっております。 

   次に、９ページをごらんください。議案第５６号、有田川町簡易排水事業特別会計

歳入歳出決算でございます。歳入・歳出合計額は、ともに１７６万５，０００円で、

歳入歳出差引額はゼロ円となっております。 

   次に、議案第５７号、有田川町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算でございます。歳

入・歳出合計額は、ともに８１８万４，０００円で、歳入歳出差引額は、ゼロ円とな

っております。 

   次に、１０ページをごらんください。議案第５８号、有田川町かなや明恵峡温泉特

別会計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、１款使用料及び手数料５，８

０５万２，０００円で、歳入合計６，７９６万１，０００円となっております。歳出

は、総務費の６，６８７万２，０００円となっております。歳入歳出差引額と実質収

支額は、ともに同額の１０８万９，０００円となっております。 

   次に、議案第５９号、有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計歳入歳出決算で

ございます。歳入・歳出合計額は、ともに２，２１６万７，０００円で、歳入歳出差

引額はゼロ円となっております。 

   次に、１１ページをごらんください。議案第６０号、有田川町公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算でございます。歳入の主なものは、３款国庫支出金７億８，１５５

万２，０００円、６款繰入金３億７，４９８万５，０００円、９款町債１１億３，３

８０万円で、歳入合計２５億２，８００万２，０００円となっております。 

   歳出の主なものは、２款施設費２０億９，９２５万６，０００円、３款公債費２億
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９，０２９万２，０００円で、歳出合計も２５億２，８００万２，０００円となって

おり、歳入歳出差引額はゼロ円となっております。 

   次に、１２ページをごらんください。議案第６１号、有田川町岩倉財産区管理会特

別会計歳入歳出決算でございます。歳入・歳出合計額は、ともにゼロ円となっており

ます。 

   次に、議案第６２号、有田川町粟生財産区管理会特別会計歳入歳出決算でございま

す。歳入合計３５万５，０００円に対し、歳出合計３万６，０００円で、歳入歳出差

引額と実質収支額は、ともに同額の３１万９，０００円となっております。 

   次に、議案第６３号、有田川町城山山林財産区管理会特別会計歳入歳出決算でござ

います。歳入合計１８７万４，０００円で、歳出のほうはございません。歳入歳出差

引額と実質収支額は、ともに同額の１８７万４，０００円となっております。 

   次に、１３ページをごらんください。議案第６４号、有田川町八幡山林財産区管理

会特別会計歳入歳出決算でございます。歳入合計８９万５，０００円に対し、歳出合

計７０万９，０００円で、歳入歳出差引額と実質収支額は、ともに同額の１８万６，

０００円となっております。 

   次に、議案第６５号、有田川町安諦山林財産区管理会特別会計歳入歳出決算でござ

います。歳入合計１１万３，０００円で、歳出はございません。歳入歳出差引額と実

質収支額は、ともに同額の１１万３，０００円となっております。 

   以下、１４ページは町税などの収納状況、１５ページは一般会計の繰入金状況、１

６ページは基金の繰入金状況、１７、１８ページは町債の借り入れ状況、１９、２０

ページは２ページの一般会計歳入の明細で、２１、２２ページは３ページの一般会計

歳出の明細です。 

   また、決算書の５７５ページからは、財産に関する調書となっており、公有財産、

物品、基金に係る、決算年度中の増減及び決算年度末現在高を掲げておりますので、

御参照いただきたいと存じます。 

   以上で、一般会計及び特別会計に係る決算の補足説明を終わらせていただきます。

御審議の上、御認定賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（湊 正剛） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   おはようございます。 

   それでは、議案の補足説明をさせていただきます。 

   私からは、議案第６６号、平成２８年度有田川町水道事業会計剰余金の処分及び決

算の認定について説明させていただきます。決算書の１ページをごらんください。ま

ず、収益的収入及び支出につきましては、収入の部では、第１款水道事業収益は４億

９，７７３万５，３５５円です。内訳といたしましては、第１項の営業収益４億２，
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４２１万７，９７４円、第２項の営業外収益７，３５１万７，３８１円でございます。 

   支出の部では、第１款水道事業費用といたしまして、３億１，８５６万３，９８１

円です。内訳といたしましては、第１項の営業費用として２億９，７６３万３，２２

９円、第２項の営業外費用として２，０７８万５，３５２円、第３項の特別損失は１

４万５，４００円でございます。 

   次に、資本的収入及び支出につきましては、収入の部では、第１款資本的収入とい

たしまして、２億５，２８０万３，１８６円です。内訳といたしましては、第１項の

工事負担金２億５，２８０万３，１８６円でございます。支出の部では、第１款、資

本的支出といたしまして、５億４，４２０万４，８３８円です。内訳といたしまして

は、第１項の建設改良費４億７，２２４万７，１１４円、第２項企業債償還金７，１

９５万７，７２４円となり、資本的収入額が資本的支出額に対し２億９，１４０万１，

６５２円不足いたしますが、これにつきましては、過年度分損益勘定留保資金４３万

４，８９３円、当年度分損益勘定留保資金９，４２９万３，２８３円、消費税及び地

方消費税資本的収支調整額１，０６７万３，４７６円、積立金取崩額１億８，６００

万円により補填をさせていただいております。 

   続きまして、３ページから１０ページにつきましては、損益計算書、剰余金計算書、

剰余金処分計算書案、貸借対照表でありますが、この中で４ページの剰余金計算書の

右側の利益剰余金の中ほどにあります、繰越利益剰余金年度末残高５４８万７，４７

７円と当年度変動額３億４，３７６万５，５５５円を合計いたしました３億４，９２

５万３，０３２円が未処分利益剰余金となります。 

   また、５ページの剰余金処分計算書案については、議決をいただく事項でございま

すが、当年度未処分利益剰余金３億４，９２５万３，０３２円の中より、資本的収支

不足額の補填のために積立金を取り崩した１億８，６００万円を資本金に、１億６，

０００万円を建設改良積立金とし、残額３２５万３，０３２円は平成２９年度への繰

越利益剰余金とさせていただいておりますので御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

   なお、１１ページから２８ページまでは決算附属書類並びに参考資料でございます。

御確認のほどよろしくお願いいたします。 

   以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

○議長（湊 正剛） 

   ほかに補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   次に、監査委員より、日程第１５、議案第５０号から日程第３１、議案第６６号ま

での、平成２８年度、各会計の監査報告をお願いします。 

  代表監査委員、木下正昭君。 
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○代表監査委員（木下正昭） 

   おはようございます。 

   ただいま、平成２８年度決算について審査意見を求められましたので、御報告申し

上げます。 

   なお、一部、会計管理者の報告と重複する部分がございますが、御了承いただきた

く存じます。 

   決算審査は、去る７月２７日から８月１日まで、亀井監査委員とともに、地方自治

法の規定に基づき、一般会計、特別会計の決算及び基金の運用状況を、また、７月１

９日には、地方公営企業法の規定に基づき、水道事業会計の決算について、予算科目

を担当する課ごとに審査をいたしました。 

   審査の結果につきましては、結論的には、各会計の歳入歳出決算書及び附属書類は、

いずれも関係法令に準拠して作成されており、関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結

果、決算内容及び会計事務の処理については適正に処理されており、一部の繰越明許

事業を除き、所期の成果を得たものと認められます。 

   なお、本審査中に改善を求めた軽微な事項については、速やかに改善の措置を講じ

るよう要望します。 

   それでは、議案第５０号、有田川町一般会計歳入歳出決算の認定についての決算書

の後ろに添付されております審査意見書に沿って説明させていただきます。なお、数

値については万単位とさせていただきます。 

   まず、有田川町全体の総括について申し上げます。意見書の２ページをごらんくだ

さい。一般会計と特別会計を合わせた総計決算では、歳入歳出差引額で４億６，００

８万円の黒字であります。繰越明許費の財源として、６，７３８万必要であるため、

実質収支額は３億９，２７０万円の黒字となりました。 

   次に、一般会計の財政構造について申し上げます。意見書の３ページから４ページ

をごらんください。歳入を財源別に見ますと、自主財源が２７％、依存財源が７３％

であり、自主財源は昨年を０．４％下回りました。現状では依然として財政基盤の安

定性と行政活動の自立性が確保されているとは、言いがたい状況にあります。 

   次に６ページをごらんください。性質別歳出状況につきましては、人件費や公債費

などの義務的経費が、前年度より１億３，５３４万円増加しております。投資的経費

につきましても２億６，６８１万円増加し、その他の経費については３，０７６万円

の減少となっています。主な要因につきましては、後ほど意見書をごらんいただきた

く思います。今後におきましては、公債費、人件費などの義務的経費をさらに抑制す

るとともに、事業の見直しを図って行く必要があります。財政構造の弾力性を判断す

る経常収支比率は、８８．３％と前年度比１．７ポイントふえております。この指標

は７０％から７５％程度におさまることが妥当と考えられておりますので、まだまだ

財政構造の弾力性が低いと言えます。 
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   また、公債費による財政負担の程度を示す指標である実質公債費比率は、前年度に

比べ０．２ポイント減少し、１０．３％となっております。平成２７年度の和歌山県

下平均の１０．４％とほぼ同じであります。 

   以上の各指標等から勘案するに、改善の努力は認められるものの、現状においては、

必ずしも財政構造の弾力性が維持されているとは認められない状況であり、今後は次

世代への負担を考慮した健全な財政運営を要望するものであります。 

   次に、一般会計の決算について申し上げます。審査意見書８ページ以降に詳細を記

載しております。決算の歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支額は、３億９，

１５６万円の黒字となっております。このうち翌年度へ繰り越すべき財源が６，３２

３万円ありますので、これを除いた実質収支額は３億２，８３４万円の黒字でありま

す。 

   次に、町債の状況については、平成２８年度末残高が２２３億７，９４５万円であ

り、前年度末からは５億７，００２万円の減少となっておりますが、今後とも計画的

な残高の削減と健全な財政運営に努められるよう期待します。 

   次に、基金の残高状況につきまして審査意見書の９ページをごらんください。平成

２８年度末現在高は、１２１億８，３０３万円で、前年度末から９億１，１２２万円

増加しております。基金の運用については、安全かつ有利であるということを第一に

考え、適正な、管理運用に努めていただきたい。 

   なお、歳入歳出の予算科目ごとの審査内容につきましては、審査意見書の１０ペー

ジから２３ページを後ほど、御一読いただきたいと思います。 

   次に、特別会計の決算について申し上げます。意見書２４ページから３９ページに

記載しておりますので、概要のみ申し上げます。平成２８年度の各特別会計全体の歳

入総額から歳出総額を差し引いた形式収支額は６，８５２万円の黒字となっており、

そのうち翌年度へ繰り越すべき財源が４１６万円ありますので、実質収支額は６，４

３６万円の黒字となっています。 

   次に、主な特別会計について概要を御報告申し上げます。意見書２４ページをごら

んください。国民健康保険事業特別会計につきまして、実質収支は１０４万円の黒字

となっているものの、一般会計からの繰入金等により黒字化している状況にあり、国

保財政は依然として厳しい状況にあります。 

   なお、国保税の徴収の状況については、収入未済額が昨年より減少し、収納率も９

０．８％と１．５ポイント上昇しており、積極的な徴収への取り組みの成果でありま

すが、健全な財政運営を推進する上において、さらなる徴収率の向上と累積滞納額の

削減を目指し、より一層の努力をお願いします。 

   次に２７ページをごらんください。介護保険事業特別会計につきましては、保険給

付費の増加により、決算規模も年々増加しております。歳入については、本年度も一

般会計より４億６，６９３万円の繰り入れを行っていますが、１６２万円の不納欠損、
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５５０万円の収入未済額がありますので、被保険者の実態を把握の上、適切な対策を

講じられるよう要望いたします。今後は、要介護とならないための予防事業の推進に

ついて、積極的な対応が重要であると認識しております。 

   続きまして、３７ページをごらんください。公共下水道事業特別会計につきまして

は、平成２１年４月から順次、供用が開始されており、当該区域内における接続率は

５７．７％と順調に推移しております。事業の財源となる地方債につきましては、平

成２８年度末７９億７，０８２万円であり、昨年度から９億４，７５６万円増加して

おります。今後は、地方債の償還額増加による厳しい経営状況が予測されることから、

早期接続を強力に推進するとともに、使用料や負担金については、滞納額を発生させ

ないよう一層の努力をお願いします。 

   その他の特別会計につきましては、審査意見書に詳しく記載しておりますので省略

させていただきます。 

   次に、一般会計及び全ての特別会計における、実質収支に関する調書、財産に関す

る調書につきましては、審査意見書４０ページから４１ページに記載のとおりであり、

基金の運用についても、目的どおり活用されていると認められます。 

   以上をもちまして、一般会計並びに各特別会計の報告を終わらせていただきます。 

   引き続き、水道事業会計について申し上げます。審査に付されました水道事業の決

算諸表は、いずれも地方公営企業法、その他関係法令に準拠して作成されております。

事業の経営成績及び財政状態は適正に表示されており、その数値についても適正であ

ると認められます。 

   以下、お手元の議案第６６号に添付させていただいております平成２８年度有田川

町水道事業会計決算審査意見書に沿って説明いたします。経営状況につきまして、収

益的収支のうち水道事業収益は、４億６，５０２万円、水道事業費用は３億７２６万

円、差引純利益は１億５，７７７万円となり、前年度に比べ４，４４６万円の増益と

なりました。一方、資本的収支については、資本的収入２億５，２８０万円、資本的

支出５億４，４２１万円となっており、この不足額につきましては審査意見書８ペー

ジに記載していますとおり、損益勘定留保資金、建設改良積立金、減債積立金などに

より補填されております。 

   次に、給水状況でございます。審査意見書３ページをごらんください。前年度に比

べ、町内・湯浅分水ともに、配水量及び年間の有収水量が増加しております。 

   次に、未収金の状況でございます。審査意見書５ページをごらんください。未収金

の主なものは公共下水道事業特別会計からの工事負担金であります。非常に大きい金

額ではございますが、公営企業には出納整理期間がないためであり、公共下水道事業

特別会計側の出納整理期間中に全額収納済みとなっております。 

   また、水道料金の収納率は９９％となり前年度と変動ございませんでしたが、利用

者負担の原則から引き続き未納解消に努められますようお願いいたします。 
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   その他、詳細につきましては、決算審査意見書及び別表として財務状況等を示して

おりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

   以上、水道事業会計の報告を終わらせていただきます。 

   引き続きまして、報告第２１号、平成２８年度有田川町財政健全化判断比率等の審

査結果については、いずれも関係法令に準拠して作成されており、これらの算出過程

並びに比率等は、いずれも正確であると認められます。 

   各比率は、おおむね健全な数値を保ってはいるものの、依然として厳しい財政状況

にあることから、今後これら指標の動向を十分注視し、健全な財政運営をされること

を要望します。 

   お手元の審査意見書に各比率の詳細を記載しておりますので概要だけを申し上げま

す。まず、意見書の２ページの実質赤字比率につきましては、全ての会計において黒

字であり、赤字比率はありません。しかしながら、歳入のうち４０．３％を地方交付

税に依存している状況であります。普通交付税の合併算定替え分が段階的に減少する

ことから、早期に財政規模の適正化を図ることが必要になるものと思われます。 

   実質公債費比率につきましては、１０．３％となっており、前年度１０．５％と比

較して０．２ポイント改善されております。 

   次に、将来負担比率について申し上げます。審査意見書３ページをごらんいただき

たいと思います。将来負担比率は３３．１％となっており、この数値は昨年度より１

１．１ポイント改善されています。早期健全化基準の３５０％を大幅に下回ってはい

るものの、公共下水道事業の地方債残高が年々増加していることを考慮すると、より

健全化を志向していくことが肝要であります。 

   最後に、公営企業会計ごとの資金不足比率につきましては、各会計とも、資金不足

は発生しておりませんが、簡易水道事業特別会計等の特別会計では一般会計からの繰

り入れに依存していることから、今後は、これらの抑制に努め、受益者負担や独立採

算を原則とした思考で努力されることを期待いたします。 

   以上、各会計決算の審査意見及び財政健全化判断比率等の報告を行いましたが、な

お一層、財政健全化を志向し、町民の信頼に応えるための行政改革と執行体制の確立

をお願い申し上げまして、決算審査報告とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（湊 正剛） 

   以上、監査委員の報告が終わりました。 

   暫時休憩します。 

   休憩中に、３階中会議室において、全員協議会を開催しますので、よろしくお願い

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時５３分 
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再開 １４時３０分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（湊 正剛） 

   再開いたします。 

   ９番、森谷君より午後の欠席の届出がありましたので、報告いたします。 

……………日程第５ 報告第２０号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第５、報告第２０号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有

田川町一般会計補正予算第２号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   質疑なしと認めます。 

   これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（湊 正剛） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第６ 報告第２１号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第６、報告第２１号、平成２８年度有田川町財政健全化判断比率等についてを

議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   質疑なしと認め、これで報告を終わります。 

   お諮りします。 

   日程の順序を変更し、日程第１５、日程第５０号から、日程第３１、議案第６６号

までを先に審議したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 
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   日程の順序を変更し、日程第１５、議案第５０号から、日程第３１、議案第６６号

までを先に審議することに決定しました。 

   お諮りします。 

   日程第１５、議案第５０号から、日程第３１、議案第６６号までの１７件を一括議

題としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

……………日程第１５ 議案第５０号から日程第３１ 議案第６６号…………… 

○議長（湊 正剛） 

   日程第１５、議案第５０号から、日程第３１、議案第６６号までの１７件を一括議

題とします。 

   一括して質疑を行います。 

   質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   質疑なしと認めます。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっています、議案第５０号から議案第６６号までの１７件につい

ては、１４人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、議案第５０号から議案第６６号までの１７件については、１４人の委

員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しま

した。 

   お諮りします。 

   ただいま設置することに決定しました決算審査特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第７条第２項の規定によって、議長において谷畑進君、小林英世君、辻岡

俊明君、林宣男君、森本明君、殿井堯君、佐々木裕哲君、岡省吾君、森谷信哉君、堀

江眞智子君、中山進君、新家弘君、増谷憲君、橋爪弘典君を指名したいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 



－２４－ 

   したがって、ただいま指名された１４人を決算審査特別委員会の委員に選任するこ

とに決定しました。 

   暫時休憩いたします。 

   このままお待ちください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １４時３３分 

再開 １４時３４分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（湊 正剛） 

   再開いたします。 

   報告いたします。 

   ただいま設置されました決算審査特別委員会より、正副委員長について互選された

結果の報告を受けています。 

   委員長に佐々木裕哲君、副委員長に新家弘君が選任されましたので、御報告いたし

ます。 

   お諮りします。 

   決算審査特別委員会に付託して審査することに決定した議案のうち、議案第５０号

から議案第６５号までの１６件は、閉会中の継続審査としたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、議案第５０号から議案第６５号までの１６件は閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 

   お諮りします。 

   日程第７、議案第４２号から、日程第１４、議案第４９号及び日程第３２、議案６

７号から日程第３４、議案第６９号を提案の理由の説明だけにとどめ、議案調査のた

め審議を中止したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湊 正剛） 

   異議なしと認めます。 

   本日の会議は、これで延会したいと思います。 

   なお、次回の本会議は、９月１３日水曜日、午前９時３０分に開議します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １４時３５分 


